
令
和
四
年
度
「
定
期
総
会
」 

会
長 

境 

禎
一 

「
令
和
四
年
度 

高
円
寺
南
一
丁
目
西
町
会
・
西
防
災
会
・
西

防
犯
会
に
係
る
「
定
期
総
会
」
を
五
月
二
十
一
日
（
土
）
に 

ゆ
う
ゆ
う
高
円
寺
東
館
で
開
催
す
る
予
定
で
し
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
蔓
延
が

依
然
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。 

こ
の
状
況
下
で
、
三
密
に
な
ら
な
い
で
開
催
す
る
こ
と
が 

可
能
な
人
数
・
開
催
場
所
に
つ
い
て
検
討
し
ま
し
た
。 

出
席
者
は
、
五
十
名
前
後
が
見
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
応
で

き
る
適
当
な
開
催
場
所
を
確
保
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

よ
っ
て
、
今
年
の
「
令
和
四
年
度
定
期
総
会
」
の
開
催
も
中
止

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
新
旧
の
班
長
・
副
班
長
の
皆
様
に
は
、

早
め
に
「
議
案
書
」
及
び
「
関
連
資
料
」
を
お
届
け
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
令
和
三
年
度
の
班
長
（
旧
班
長
）
の
皆
様
に
は
、「
議

案
書
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
「
承
認
書
」
を
会
長
も
し
く
は
、
班

担
当
役
員
に
提
出
し
て
頂
き
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

尚
、
近
隣
の
町
会
・
自
治
会
及
び
関
連
団
体
に
お
い
て
も
、 

開
催
を
せ
ず
に
「
書
面
評
決
」
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

「
定
期
総
会
」
の
中
止
が
数
年
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
町
会
と
し
て
は
、
来
年
度
こ
そ
は
何
と
か
開
催
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
と
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

令
和
四
年
度
の
町
会
運
営
基
本
方
針
は
、
原
則
的
に
、
令
和
三

年
度
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
行
い
ま
す
。 

町
会
の
基
本
方
針
は
、
① 

組
織
強
化
・
拡
充 

② 

役
員
の

増
強
（
サ
ポ
ー
タ
ー
組
織
の
継
続
、
維
持
） 

③ 

町
会
加
入
促

進 

④ 

安
心
・
安
全
な
街
つ
く
り
・
環
境
衛
生
等
の
活
動
強
化

で
す
。 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
は
、
一
向
に
収
束
の
兆
し

が
見
え
ず
、
世
界
中
で
高
止
ま
り
し
て
い
ま
す
。
町
会
で
は
、
昨

年
度
に
は
、
殆
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で

し
た
。
本
年
度
は
、
開
催
で
き
る
可
能
性
が
少
し
は
期
待
で
き
ま

す
が
、
不
安
材
料
が
沢
山
あ
り
ま
す
。 

日
本
列
島
の
何
処
か
で
、「
地
震
」「
自
然
災
害
」
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
首
都
直
下
型
地
震
が
何
時
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い

の
が
不
安
の
第
一
で
す
。
発
生
に
備
え
て
、
普
段
の
訓
練
に
参
加

し
て
、
対
処
す
る
よ
う
努
め
ま
し
ょ
う
。 

町
会
員
の
皆
様
に
は
、
今
年
度
も
無
事
に
過
ご
さ
れ
ま
す
よ

う
祈
念
致
し
ま
す
。 

議
事
内
容 

総
会
の
議
案
は
、 

・
議
案 

一
・
令
和
三
年
度 

事
業
報
告 

・
議
案 

二
・
令
和
三
年
度 

一
般
・
特
別
会
計
（
防
災
・
防

犯
）
収
支
決
算
報
告 

・
議
案 

三
・
令
和
三
年
度 

監
査
報
告 

・
議
案 

四
・
役
員
及
び
班
長
・
副
班
長
の
改
選
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

役
員
は
、
別
添
資
料
の
よ
う
に
、
退
任
が
あ

り
、
規
約
第
四
章
十
条
に
よ
り
、
役
員
会
提

案
の
役
員
を
決
定
し
た
い
旨
を
提
案
し
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 

各
班
選
出
の
班
長
・
副
班
長
は
、
班
の
推
薦
を

得
て
、
規
約
第
五
章
十
四
条
に
よ
り
総
会
で

決
定
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
者
名 

を
掲
載
し
ま
し
た
。 

・
議
案 

五
・
令
和
四
年
度 

事
業
計
画
（
案
） 

・
議
案 

 

六
・
令
和
四
年
度 

一
般
・
特
別
会
計
収
支
予
算 

 
 
 
 
 
 

（
案
） 

以
上
が
、
一
括
提
案
さ
れ
た
議
題
で
す
。 

旧
班
長
（
令
和
三
年
度
班
長
）
に
は
、「
議
案
書
」
に
添
付
し

た
「
令
和
四
年
度
定
期
総
会
承
認
書
」
を
配
布
し
、
「
承
認
書
」

に
記
名
捺
印
の
上
、
六
月
五
日
ま
で
に
返
信
い
た
だ
く
こ
と
で

承
認
す
る
方
法
に
い
た
し
ま
し
た
。「
承
認
書
」
に
意
見
・
要
望

欄
を
設
け
ま
し
た
の
で
、
併
せ
て
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
を

お
願
い
し
ま
す 

 

町
会
運
営
に
つ
い
て 

当
定
期
総
会
を
も
っ
て
、
班
長
・
副
班
長
の
皆
様
が
交
代
す
る
わ

け
で
す
が
、
新
班
長
・
副
班
長
に
係
わ
ら
ず
、
町
会
会
員
の
皆
様

に
は
、
今
後
と
も
会
員
を
増
や
し
、
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
・
各
種
町

会
行
事
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
、
防
災
に
備
え
、
犯
罪
の
無
い
明

る
く
、
住
み
よ
い
街
に
し
た
い
。
又
、
新
班
長
・
副
班
長
の
皆
様

に
は
、
議
案
書
の
班
内
回
覧
・
町
会
費
集
金
・「
町
会
便
り
」
の

各
戸
へ
の
配
布
・
回
覧
物
の
管
理
の
他
、
拡
大
役
員
会
へ
の
出
席

及
び
時
間
の
許
す
限
り
町
内
パ
ト
ロ
ー
ル
・
防
災
訓
練
な
ど
の

各
種
の
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。 

議
案
書
末
尾
の
「
町
会
の
活
動
」「
町
会
費
集
金
の
お
知
ら
せ
」

を
添
付
し
ま
し
た
。
又
、「
町
会
マ
ッ
プ
」
を
添
付
し
ま
し
た
。 
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令
和
四
年
度 

町
会
役
員 

（
会
長
） 

 

境 

禎
一 

（
副
会
長
） 

海
南 

宏
子
・
樋
口 

志
津
子 

（
理
事
） 

 
山
田 

高
志
・
久
田 

照
子
・
磯
崎 

隆
男 

 
 
 
 
 

狩
野 

文
雄
・
黒
川 

敬
宇
・
稲
垣 

幸
義 

 
 
 
 
 

鶴
見 
康
正
（
以
上
留
任
） 

 

金
杉 

緑
・ 

長
谷
川 
清
・
大
田 

潤
（
以
上
新
任
） 

（
監
査
） 

 

石
田 

國
夫
・
伊
藤 

秀
樹
（
以
上
留
任
） 

（
顧
問
） 

  

松
浦 

威
明
（
留
任
）
古
旗 

三
雄
（
退
任
） 

（
相
談
役
） 

松
浦 

芳
子
（
留
任
）
古
旗 

三
雄
（
新
任
） 

真
々
田 

邦
義
・
矢
島 

強
（
以
上
退
任
） 

 

令
和
四
年
度 

新
班
長
・
副
班
長 

一
Ａ 

班 
 

橋
本 

美
恵
子 

 

（
副
）
杉
木 

さ
ち
子 

一
Ｂ 

班 
 

松
谷 

正
美 

二 
 

班 
 

鹿
島 

英
裕 

三 
 

班 
 

河
合 

恭
子 

 
 
 

四 
 

班 
 

壁
谷 

彦
文 

 
 
 

五 
 

班 
 

安
斎 

恵
子 

六 
 

班 
 

山
田 

恵
美
子 

七 
 

班 
 

大
沼 

美
智
子 

 

（
副
）
吉
澤 

章 
 

八 
 

班 
 

益
田 

か
お
り 

 

（
副
）
田
添 

有
美
子 

 

九 
 

班 
 

安
斎 

和
枝 

 
 
 

十 
 

班 
 

金
杉 

緑 
 
 
 

（
副
）
石
田 

國
夫 

十
一 

班 
 

山
本 

槙
子 

十
二 

班 
 

金
田 

幸
男 

十
三 

班 
 

岩
佐 

雪
子 

 
 

（
副
）
星
野 

利
香 

 

十
四 

班 
 

関
口 

紀
美
枝 

十
五 

班 
 

島
田 

堅
一
朗 

十
六 

班 
 

久
田 

照
子 

十
七  

班 
 

松
本 

智
志 

十
八 

班 
 

高
橋 

都
美
子 

十
九 

班 
 

古
旗 

三
雄 

二
十 

班 
 

山
口 

幸
四
郎  

 

（
副
）
渡
辺 

勝
弘 

 

二
十
一
班 

 

江
畑 

亨 
 
 
 

（
副
）
江
田 

匠 

二
十
二
班 

 

渡
辺 

悦
朗 

 
 

（
副
）
小
田
切 

晶
子 

二
十
三
班 

 

山
田 

高
志 

二
十
四
班 

 

田
上 

眞
由 

 
 

（
副
）
小
田 

加
江
子 

二
十
五
班 
 

福
田 

文
子 

二
十
六
班 

 

神
崎 

と
み
子 

 

（
副
）
馬
場 

直
子 

二
十
七
班 

 

若
山 

誓
子 

二
十
八
班 

 

狩
野 

文
雄 

議
案
書
の
承
認 

「
議
案
書
」
に
提
案
し
た
議
題
に
つ
い
て
は
、「
承
認
書
」
に

よ
り
「
規
約
」
第
十
五
条
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

新
班
長
・
副
班
長
の
皆
様
に
は
、
来
年
の
「
定
期
総
会
」
ま
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
紹
介 

お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。 

西
半
分
担
当
： 

十
班 

 

金
杉 

緑
さ
ん 

（
区
域
：
高
円
寺
南
一
丁
目
九
～
十
四
、
十
七
～
十
九
、
三
十

四
） 

 

東
半
分
担
当
：
十
五
班 

 

田
口 

裕
子
さ
ん 

（
区
域
：
高
円
寺
南
一
丁
目
七
～
八
、
十
五
～
十
六
、
二
十
～

二
十
一
、
三
十
二
～
三
十
三
） 

 

町
会
費
の
集
金 

配
布
し
ま
し
た
資
料
の
「
町
会
費
集
金
の
お
知
ら
せ
」
を
活
用

し
て
、
九
月
～
十
月
ま
で
に
町
会
費
の
集
金
を
お
願
い
し
ま
す
。 

納
金
は
、
会
計
担
当
役
員
（
山
田 

高
志 

理
事
）
ま
で
お
願
い

し
ま
す
。 

「
町
会
費
集
金
の
お
知
ら
せ
」
は
、
町
会
で
準
備
し
て
い
ま
す

の
で
、
必
要
な
方
は
、
お
近
く
の
町
会
役
員
に
連
絡
し
て
下
さ

い
。 

 

明
る
い
選
挙
推
進
委
員 

当
町
会
の
「
明
る
い
選
挙
推
進
委
員
」
は
、
久
田 

博
さ
ん
と

黒
川 

敬
宇
さ
ん
で
す
。 

令
和
四
年
六
月
十
九
日
（
日
）
に
「
杉
並
区
長
選
挙
・
区
議
会

議
員
補
欠
選
挙
」
又
、
令
和
四
年
七
月
十
日
（
日
）
に
「
参
議
院

議
員
選
挙
」
が
あ
り
ま
す
。
当
町
会
の
投
票
所
は
、
杉
並
第
三
小

学
校
体
育
館
で
す
。
十
八
歳
以
上
の
皆
様
に
は
、
是
非
、
投
票
に

出
向
い
て
く
だ
さ
い
。 

杉
並
第
三
小
学
校
の
投
票
所
で
の
投
票
実
績
は
、
あ
ま
り
好

成
績
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
町
会
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 


